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令和８年度 『生徒支援細則』 

１．勤怠指導 

（１）遅刻指導について 

遅 

刻 

定義 
朝のＳＨＲの始業チャイムが鳴り終わるまでに入室しなかった生徒は、遅

刻とする。（クラス間で誤差がないようにする） 

対応 遅刻した生徒は、教室にある遅刻申告書に理由等を記入し担任に提出する 

指導 

内容 

累積の遅刻に対する指導は以下のように行う。 

(学期毎の累計とし､新学期は新たにカウントを始める) 

毎回 担任指導 

３回 担任が指導した上で、保護者等に電話連絡をする。 

５回 学年主任が指導した上で、担任より保護者等に電話連絡をする。 

10回 管理者が指導した上で、担任より保護者等に電話連絡をする。 

  ※ 各ＨＲ担任は、毎朝のＳＨＲ前には廊下に立ち、始業のチャイムが鳴り終わるのを近隣 

の担任と共通確認した上で教室に入室する。 

  ※ 遅刻申告書未提出者については、担任が当日のうちに記入して提出するように指導する。 

 

 （２）無届欠席指導について 

無
届
欠
席 

定義 保護者等から届出がなく無断で欠席した場合は、無届欠席とする。 

指導 

内容 

累積の無届欠席に対する指導は以下のとおりおこなう。 

（ただし、遅刻指導とは異なり、年間を通じての累積回数となる） 

毎回 担任指導 

３回 担任が指導した上で、保護者等に電話連絡をする。 

５回 学年主任が指導した上で、担任より保護者等に電話連絡をする。 

10回 管理者が指導した上で、担任より保護者等に電話連絡をする。 

 

（３）無届欠課指導について 

無
届
欠
課 

定義 保護者等から届出がなく無断で欠課した場合は、無届欠課とする。 

指導 

内容 

初回から指導の対象とし、指導は以下のとおりおこなう。 

（ただし、遅刻指導とは異なり、年間を通じての累積回数となる） 

毎回 担任指導 

３回 担任が指導した上で、保護者等に電話連絡をする。 

５回 学年主任が指導した上で、担任より保護者等に電話連絡をする。 

10回 管理者が指導した上で、担任より保護者等に電話連絡をする。 
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２．服装容儀指導 

（１）服装等については華美にならず、清楚端正をむねとする。登下校の際、その他、学校行事 

  に参加する場合は、特に指示された場合を除いては、常に制服を着用すること。（学校内規） 

   ※「清楚」とは、飾り気がなく清らかなこと。 

   ※「端正」とは、姿・形や動作などが正しくてきちんとしていることである。 

（２）服装容儀等の指導について 

   ①服装容儀については、全職員で生徒を掌握し、ＨＲ担任は各クラスで指導の徹底を図る。 

   ②学年会との連携を密にして、規定や指導方法の周知徹底を図る。 

   ③校内外問わず、制服は正しく着用すること。 

   ④「スカートスタイル」は、ボタン・ネクタイ・スカーフをしっかりと着用する。 

   ⑤スカート丈の指導は以下のとおりおこなう。 

    (1)丈は膝の中心までの長さとする。膝の中心までないスカートを着用している生徒は、

その場で規定の長さにないことを確認し改善させる。 

    (2)ウエスト部分でスカートを折り曲げないように指導する。 

   ⑥「ズボンスタイル」は、学生服の第１ボタンまでしっかりとしめ（冬服時）、ズボンにはベ

ルトを必ず着用する。冬服の場合は必ず学生服（学ラン）を着用する。（内着はワイシャツ

着用） 

   ⑦「シャツをズボンに入れる」「スカートスタイルのネクタイ着用」「学生服やセーラー服の 

ボタンをしめる」等の指導については、全職員で声かけ指導を徹底する。 

   ⑧防寒対策は以下のとおりとする。※生徒支援部が衣替えの時期をアナウンスする。 

    (1)（夏服時）防寒具として、ワイシャツの上から学校指定ジャージ並びに無地またはワン

ポイントの黒・紺系統のジャージ（フードなし）及びカーディガンを制服の上からの着

用を認める。トレーナーやパーカー、その他フード付きのジャージは不可とする。その

際、それぞれの着こなしには十分気を付けること。（式典時等は正装とする） 

     （冬服時）ズボンスタイルは基本、学ランとする。スカートスタイルは学校指定ジャー

ジ並びに無地またはワンポイントの黒・紺系統のジャージ（フードなし）及びカーディ

ガンを制服の上からの着用を認める。トレーナーやパーカー、その他フード付きのジャ

ージは不可とする。（式典時等は正装とする） 

    (2)マフラー・ネックウォーマーの着用は登校時のみ認め、校内での着用は認めない。 

    (3)スカートスタイルのタイツについては、黒・紺系の無地・無柄で素足が透けないもので

あれば認める。 

    (4)ブランケットは、防寒目的での使用を可とする。あくまでも教室等で膝掛け等での使

用とし、登校時や教室移動時には使用しないこと。 

   ⑨化粧並びに装飾品は、シンプルかつ質素なもののみ認める。 

(1)化粧については、薄いファンデーションで整える程度とし、「アイメイク」「チーク」「口

紅（色つきリップ）」等は禁止とする。 

(2)華美な化粧等の判断については、他生徒や教職員が目視し判断する。他生徒から声が挙

がったり複数の教職員が華美と判断したりした場合は、その場指導にて改善させる。 

（複数の教職員とは生徒支援部・学年主任・担任等のこと） 
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(3)装飾品については、ネックレス・イヤリング・ピアス等は禁止とする。 

（※学校は化粧や装飾品着用を推奨しない。） 

ｱ.耳部の装飾品について透明ピアスは認める。ただし、片耳たぶに１つとし、複数の装 

着は禁止とする。※安全面・健康面での懸念があるため 

ｲ.耳部以外の身体（鼻、唇、舌、等）への装飾品の装着は一切禁止する。 

ｳ.カラーコンタクトについては、身体への健康影響の観点から着用を禁止する。 

（医療機関等の診断を経て相談がある場合は申し出ること） 

ｴ.その他、身体に健康被害を及ぼす可能性があると判断される行為については、厳禁と 

 し即時に改善を要求する。 

   ⑩服装容儀指導等については、担任・学年主任・生徒支援部と段階的に指導していく。 

（３）頭髪等の指導について 

    ①長期休業中を含め、染髪、・エクステンション（メッシュ含む）・パーマ・奇髪（モヒカン、

ライン、極端なツーブロックなど）等は、指導の対象とし、保護者等や生徒支援部と連携

して、担任が改善指導をおこなう。 

  ②パーマは、美容・理容室等のほかで、各自ヘアアイロン等を使用してかけることも禁止と

する。ただし、特別な理由がある場合は、その限りではなく、その際は必ず学校側に相談

すること。 

  ③付け睫毛
ま つ げ

等の装着は禁止とする。 

（４）タトゥー（入れ墨）に関する指導について 

   ①タトゥー（入れ墨）については、一切認めない。 

   ②タトゥー（入れ墨）は、消すことを条件とする。 

  ③タトゥー（入れ墨）が発覚した場合は、「出校停止」になることもあり、改善できない場合

は「退学」もあり得る。 

  ④指導や改善方法は、学校と保護者等で話し合い決定する。 

（５）その他 

   ①校内でガムを噛んだりお菓子等の食べ歩きをしたりすることを禁止する。 

   ②校内外にて節度ある言動をとること。 

 

３．交通安全指導 

（１）「自転車通学」について 

   ①自転車で通学する生徒は、年度途中を含め、必ず生徒支援部に登録すること。 

      ②自転車利用時は、道路交通法を遵守し違反行為がないようにすること。 

   ③自転車所有者には、任意保険への加入を推奨する。 

   ④令和 8年度 4月改正の「道路交通法改正」による自転車のルール変更点を確認 

 （２）「車両運転」に関する禁止事項 

   ①車両通学について 
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車
両
通
学 

定義 

 車両通学に対して下記の事項を禁止する。 

「登下校時」及び「校時中の車両の使用（オートバイ・乗用車）」 

 ※「登下校」とは、自宅から学校、学校から自宅のすべての経路である。 

 ※一度下校したあとの再登校についても登下校とみなす。 

 ※免許取得後は、学校制服を着用して運転しないこと。 

 ※休日、祝日、長期休業中（春・夏・冬）、進学・就職準備期間であっても、  

  登下校や部活動参加（大会・練習試合等も含む）に関する利用を一切禁止 

   する。 

 ※本校生徒の安全を確保するために、兄弟や後輩等の送迎を禁止する。 

 ※車両通学幇助も同等とする。 

 ※欠席・欠課・早退の生徒についても、校時中の車両運転を禁止する。 

指導 

内容 
上記の定義について違反した場合は、「懲戒指導」とする。 

備考 「懲戒指導」については、段階的指導をおこなう。（「１６．（２）」参照） 

   ②車両運転に関わる反社会的行為（犯罪行為）について 

    「飲酒運転」「暴走行為」「無免許運転」「大型自動二輪車等乗車方法違反〔バイク免許取得

一年未満二人乗り〕（同乗者含む）」「自転車二人乗り」についても懲戒指導とし、より厳重に

指導をおこなう。 

※「自転車二人乗り」は、１回目は訓告及び特別指導、２回目以降から懲戒指導となる。 

   ③その他の道路交通法違反について 

    その他の道路交通法等の違反に関しては、生徒支援委員会にて指導内容を検討する。 

   ④ヘッドフォン・イヤフォン等を使用しながらの自転車運転に関しては、特別指導とする。 

    ※使用とは、耳にかけていることをいう。片耳でも対象となる 

 

４．「喫煙」及び「電子タバコ」に関する指導について 

喫 
 

煙 

定義 

「喫煙」に関して以下の行為を禁止する。 

◉ 喫煙する       ◉ 喫煙している場に同席する 

◉ タバコを所持する   ◉ ライター等を所持する 

「電子タバコ」に関して以下の行為を禁止する。 

 ◉ 電子タバコを使用する ◉ 電子タバコを使用している場に同席する 

 ◉ 電子タバコを所持する 

※「電子タバコ」を禁止し指導する根拠は、以下のとおりである。 

①「電子タバコ」は「従来のタバコの代替品として開発されたもの」であ

り未成年者の使用は想定されない。 

②「電子タバコ」は中身の液体を自ら入れ替えることができるなど、内容

成分等の安全性確認が困難である。 

③その行為が傍目
は た め

には喫煙との区別がつかないことなど、社会的に不良な

印象を与えかねないこと 
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指導 

内容 
上記の定義について違反した場合は、「懲戒指導」とする。 

備考 

①「懲戒指導」については、段階的指導をおこなう。（「１６．（２）」参照） 

② 同席以外の指導が２回以上になった場合は、病院等でおこなっている 

「禁煙セミナー」等の受講を推奨する。 

 

 

５．「飲酒」に関する指導 

飲 
 

酒 

定義 

「飲酒」に関して、以下の行為を禁止する。 

 ◉ 飲酒する  ◉ 飲酒している場に同席する  ◉ 酒類を所持する 

 ※「ノンアルコール飲料」についても以下の理由から上記同様に禁止する。 

  ①20歳以上が飲用することを念頭に開発されている。 

②未成年者の飲酒を助長するおそれがある。 

③混乱やトラブルを招きかねないため、未成年者への販売は推奨されて

いない。 

指導 

内容 
上記の定義について違反した場合は、「懲戒指導」とする。 

備考 「懲戒指導」については、段階的指導をおこなう。（「１６．（２）」参照） 

 

 

６．「不正行為（定期考査・単元テスト等」に関する指導 

不
正
行
為 

定義 

①カンニング等の不正行為を禁止する。 

※ テスト中にスマートフォン等を使用・操作・閲覧した場合は、不正行為

とみなす。 

※ 共同行為、幇助等も同様とする。 

②「文書偽造」等の不正行為を禁止する。 

指導 

内容 
上記の定義について違反した場合は、「懲戒指導」とする。 

備考 

①「懲戒指導」については、段階的指導をおこなう。（「１６．（２）」参照） 

② テスト中に不正行為が発覚した場合は、証拠品を取り上げて受験を停止

させ、生徒支援部に連絡する。 

③ 考査中の不正行為発覚後、当該科目は「０点」となり、以後の考査は 

別室で受験させる 
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７．「深夜徘徊」に関する指導 

深
夜
徘
徊 

定義 
22:00～4:00に保護者等の同伴なく外出することを禁止する。 

※沖縄県青少年保護育成条例 第 9条「深夜外出の制限」を適用 

指導 

内容 

上記の定義について違反した場合は、累積回数に応じて、以下のように 

特別指導をおこなう。（累積回数は通年のものとする）※18歳以上を除く 

初回 保護者等を召喚し生徒支援部より厳重注意。 

２回 
保護者等を召喚し生徒支援部より厳重注意をおこない、特別指導

５日とする。 

３回 
保護者等を召喚して教頭指導（教頭・担任・支援部・保護者等・本人）

をおこない、特別指導５日とする。 

４回 

以上 

毎回、保護者等を召喚して管理者指導（管理者・担任・支援部・ 

保護者等・本人）をおこない、特別指導とする。特別指導の日数等は、

生徒支援委員会で検討して決定する。 

備考 特別指導は、日誌指導・課題指導・奉仕活動を伴う。 

 

８．「スマートフォン（携帯電話）・一人一台端末（以下学習端末）という」等

に関する指導 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
携
帯
電
話
）
・
学
習
端
末
の
校
内
で
の
使
用
に
つ
い
て 

定義 

（１）スマートフォン（携帯電話）を日課中に使用することを禁止する。 

（終日電源オフ） 

  ※日課中とは､朝の SHR開始から清掃･ﾚﾋﾞｭｰﾀｲﾑ・帰りの SHR終了までである。 

  ※昼食時間の使用(保護者等との連絡のみ)は、事務室前ピロティーでのみ使用   

を許可する。（鞄の見えないところにしまい、鞄から出さないこと） 

  ※昼食購入時、やむを得ず電子決済が必要な場合は支払時のみ使用できる。 

  ※日課中は、校外でも使用不可とする。（校外外出禁止のため） 

  ※授業内での使用は、教科担任の指導の下で使用すること。 

  ※緊急な連絡の必要が生じた場合は、職員の許可を得て使用すること。 

  ※自習中に端末を使用する際、教室内の音漏れを配慮し、スタサプなど音声を使

用しての自習の場合はイヤフォンの使用を認める。 

（２）授業等で使用する学習端末は、授業目的以外での使用を禁止する。 

※学習目的であれば休み時間（昼休み含む）の使用を許可する。 

※個人の所有物なので、管理を徹底し紛失等がないように徹底すること。 

※学校内で端末の充電は厳禁とする。充電については、帰宅してからおこなうか

モバイルバッテリーで対応すること。 

 
 

 

指導 

 上記の定義に反した場合は、累積回数によって以下の通り段階的に指導してい

く｡(一年間を通した累積回数とする｡) 

 (18歳以上の保護者等召喚は除く。ただし声掛けは行う。) 

 

 



7 

 

初回  担任による保護者等への電話連絡。  

２回  保護者等を召喚し指導をおこなう。(担任･保護者等･本人同席)  

３回 
 保護者等を召喚し指導をおこなう。 

(学年主任・担任・保護者等・本人同席) 
 

４回 
 保護者等を召喚し指導をおこなう。 

 (生徒支援部・学年主任・担任・保護者等・本人同席) 

 

 

５回目 

以降 

 毎回、保護者等を召喚し管理者指導(管理者・担任・支援部・保護

者等･本人)をおこなうとともに、特別指導とする。 

日数等は、生徒支援委員会で検討して決定する。 

 
 

 

備 考 
①特別指導は、日誌指導・課題指導･奉仕活動を伴う。 

②放課後､土日､祝日にも校内でのｹﾞｰﾑとしての使用は禁止する。 

 

 

 
 

※音楽メディアプレーヤー等についても、日課中に使用することを禁止する。  

 

 

９．「校内への持ち込み禁止」に関する指導 

学習活動に不必要なものを校内に持ち込むことは原則禁止とする。持ち込んだ場合は預かり

指導とし、当該生徒のクラス・氏名等を確実に把握し、生徒支援部に引き継ぐ。その管理には

十分に注意を払うこと。持込物によっては、特別指導及び懲戒指導をおこなうこともある。 

１０．「盗難防止」に関する指導 

   校内での盗難行為が発覚した場合、生徒支援委員会にて指導内容を検討し、職員会議に諮る。

また生徒に対して、全職員は普段から以下のような指導をおこなう。 

   ①移動授業中の空き教室には、他のクラスの生徒は無断で出入りしないこと。 

   ②貴重品（財布など）は、教室や更衣室には置かないこと。（学校に大金を持ってこない） 

   ③授業中は校内を自由に出歩いたり、更衣室や部室に出入りしたりしないこと。 

    （持ち物検査をおこなう場合があります） 

   ④教室を移動する場合は、必ず鍵をかけること。 

   ⑤教室及び更衣室や部室に制服（衣類等）を翌日まで置いたままにしないこと。 

   ⑥不審な人を発見したら直ちに職員に連絡すること。（生徒支援部への情報提供など） 

   ⑦持ち物及び教科書類すべてに、氏名を確実に記入すること。 

 

 

１１．「金銭の取り扱い」に関する指導 

  （１）校内における金銭の貸し借りは、原則、禁止とし「特別指導」とする。 

  （２）職員を介さない生徒間の金銭の受け渡しは、原則、禁止とし「特別指導」とする。 

  （３）賭博行為に関しては、「懲戒指導」とし厳重な指導をおこなう。 
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１２．「校外外出禁止」に関する指導 

（１）校時中の校外外出は、昼休みの時間以外一切禁止とする。 

  （２）昼休み時間以外の自動販売機（体育館横等）使用は一切禁止とする。 

    ※ 早退や正当な理由で一時外出する場合は、原則として担任又は副担任等が外出許可証

を発行して外出させることとする。 

    ※授業の無届欠課は、初回から指導対象とする。 

 

１３．「アルバイト」に関する指導 

（１）アルバイトは原則として禁止する。 

（２）「家庭の事情」や「職業観・勤労観の醸成」等の理由でアルバイトをおこなう場合は、 

保護者等の責任の下でおこない、その場合は、以下のことを遵守すること 

① 学業や勤怠等、学校生活に影響を及ぼさないこと。 

② 学校の活動や行事等に支障をきたさないようにすること。 

③ 高校生として不必要・不健全な職種でのアルバイトは禁止とすること。 

④ 沖縄県青少年保護育成条例第９条（深夜外出の制限）により、２２：００までに帰宅す

ること。 

 

 

１４．「選挙運動」に関する指導 

   原則、校内における選挙運動に関しては禁止する。 

    ① 選挙運動としてできること。 

     (1)有権者（18歳以上）は、選挙運動期間内に選挙運動ができる。 

     (2)友人や知人に投票や応援を依頼する。 

     (3)電話を使って投票や応援を依頼する。 

     (4)選挙運動メッセージを、インターネット上の掲示板やブログなどに書き込む。 

     (5)選挙運動メッセージを、SNS等で広める。（リツイート、シェアなど） 

    ② 選挙運動としてやってはいけないこと。 

     (1)18歳未満の者は、選挙運動をすることはできない。 

     (2)戸別訪問（家に行って、応援する候補者への投票を依頼する） 

     (3)飲食物の提供 

     (4)署名運動 

     (5)買収（有権者にお金を送ったり飲食等でもてなしたりすること） 

     (6)電子メールを使った選挙運動 

    ※基本的には、平成 27年 10月 29日発 27文科初第 933号高等学校における政治的教養の 

教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)に準じて指導をおこなう。 
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１５．「いじめ」に関する指導 

 （１）いじめの定義 

    「いじめ」とは児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等

と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インター

ネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の

苦痛を感じているものをいう。（以下省略） 【「いじめ防止対策推進法」より抜粋】 

 

（２）いじめに関する対応について 

    『「いじめ」は絶対に許さない』ということを全教職員及び全生徒で認識して、本校の「学

校いじめ防止対策基本方針」に基づき、適宜対応並びに指導していくこととする。 

 

 

１６．「懲戒指導」について 

 （１）懲戒指導の対象となるのは以下の行為とする。 

   ①車両通学 … （「３．交通安全指導（２）①」参照） 

   ②喫  煙 … （「４．喫煙及び電子タバコに関する指導」参照） 

   ③飲  酒 … （「５．飲酒に関する指導」参照） 

   ④不正行為 … （「６．不正行為に関する指導」参照） 

   ⑤特別指導 指導拒否 

    《特別指導拒否の目安》 ※特別指導の期間に土・日・祝日は含まない。 

     ・特別指導５日を７日以内に終了しない場合 

   ⑥賭博行為 

   ⑦反社会的行為 

    (1)無免許運転等 

  (2)暴走行為 

  (3)暴力行為（対物・対人・対教師） 

  (4)窃盗 

   ⑧犯罪行為 

    (1)飲酒・酒気帯び運転（飲酒し運転するまたは同乗する） 

    (2)薬物関係（所持する、使用する、他の人へ渡す、薬事法違反等を含む） 

   ⑨その他、校内の風紀を乱したり安全を脅かしたりする行為、高校生として相応しくない行

為等は、生徒支援委員会にて指導内容を検討し校長が決定する。 

（２）指導は下記のとおり段階的におこなう。 

   ①懲戒指導 

    (1)懲戒指導は、それまでの懲戒指導歴により原則として次のとおりおこなう。 

     （懲戒指導歴は、入学から卒業までの累積回数とする）     
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初回 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目以降 

停学 

７日 

停学 

１０日 

停学 

１４日 
無期停学 

生徒支援委員会にて検討し、職員

会議に諮ったうえで、校長が指導

内容を決定する。 

（退学勧告もあり得る） 

 ※ ただし、反社会的行為においては、１段階超えて２回のカウントとして段階的指導を 

おこなう。 

     ※ 反社会的行為のうち、暴力行為（対物）・窃盗に関する指導については、生徒支援委

員会にて検討し、状況によっては１回のカウントとして校長が決定する場合もある。 

     ※ 複数の問題行動が重なる場合の指導については、生徒支援委員会にて検討し、校長

が決定する。 

     ※ 重大な事案については、生徒支援委員会にて検討し、さらに厳しい指導を校長が決

定する場合もあり得る。 

     ※ 「退学勧告」など生徒の進退に関わる場合は、生徒支援委員会にて検討し、職員会議

に諮り、校長が決定する。 

    (2)指導方法 

ｱ.停学指導を受ける者は、原則、自宅謹慎とする。ただし、事情によりできない場合は、

別室にて指導をおこなう。なお、反社会的行為や無期停学については、原則として保

護者等預かり（自宅謹慎）とする。 

ｲ.停学指導は、日誌指導と各教科の課題及び定期的に出校日を設けて生活指導等を受け

させる。 

ｳ.停学指導期間中の別室指導は、担当職員と設定した時間に登校して課題学習や奉仕活

動をおこなう。 

ｴ.停学指導期間中に登校する場合は、制服を着用し、無断での遅刻・欠席を認めない。 

ｵ.別室指導後は、指導職員の指示を確認して下校する。 

（15時を目安とするが、時間が変動することもある） 

ｶ.停学指導の「言い渡し」及び「解除」の際には、保護者等・本人同席のもとおこなう。 

ｷ.停学指導を解除する場合は、保護者等・本人連署のうえ「誓約書」を提出させる。 

ｸ.停学指導による謹慎期間中の生徒は、行事や部活動、大会等への参加はできない。 

ｹ.停学指導期間中に、諸考査等がある場合は別室で受験させる。 

ｺ.停学指導中に勤怠や生活態度の不良および日誌（課題等）の不備等があった場合は、

追加して特別指導（日誌指導）をおこなう、また態度不良の場合は保護者等預かり、

または次段階の指導への切り替えもあり得る。 

   ②訓告及び特別指導（日誌指導） 

    (1)訓告及び特別指導は、下記のような学習環境を乱したり軽度な法違反行為が発覚した

りした場合に対象となる。訓告指導とは、校長・教頭等から説諭を受けることである。 

     ｱ.暴言等の「迷惑行為」 

ｲ.校時中のスマートフォン使用（５回目以降の指導生徒が対象） 

ｳ.自転車二人乗り（１回目）※２回目からは「懲戒指導」となる。 

ｴ.ヘッドフォン・イヤフォン等を使用しながら自転車を運転する。（「R8道交法を確認」） 
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ｵ.校内における金銭の貸し借りや職員を介さない生徒間で金銭の受け渡しをする。 

ｶ.深夜徘徊（２・３回目） 

ｷ.その他、訓告及び特別指導に値すると判断される言動等 

    (2)指導方法 

     ｱ.学校長又は教頭から説諭を受ける。 

ｲ.特別指導は、原則５日とする。（土・日・祝日は含まない） 

      ※問題行動の内容によっては、その日数を「生徒支援委員会」にて検討して決定する。 

ｳ.指導期間中は、特に「身だしなみ」や「授業及び生活態度」等に留意すること。 

ｴ.特別指導は、日誌指導とし生徒支援部・担任・教科担任等と連携しておこなう。 

ｵ.特別指導が延長となり改善が見られないと判断された場合は、次段階の「懲戒指導（停

学）」に移行とする。 

   ③特別指導（日誌指導） 

    (1)特別指導は、下記のような教職員や生徒に悪影響を与えたり、生活態度において改善

が必要となったりする生徒が対象となる。 

ｱ.日常の生活指導に対して、その指導を拒否する。（複数回注意されても改善できない） 

ｲ.授業妨害等 

ｳ.その他、特別指導に値すると判断される言動等 

    (2)指導方法 

ｱ.上記（２）②(2)指導方法に準じて特別指導をおこなう。 

ｲ.特別指導が延長となり改善が見られないと判断された場合は、次段階の「訓告及び特 

  別指導」に移行する。 

 

 

令和３年３月１９日 改訂（案） 

令和４年３月２５日 一部改定 

令和５年８月３１日 一部追加（スマートフォン（携帯電話）・一人一台端末等に関する指導 追加） 

令和６年３月２２日 一部改定 

令和７年３月２１日 一部改定 

令和８年５月１４日 一部改定 


